
 

○久喜市外部の労働者等の公益通報等に関する要綱 

平成22年３月23日 

告示第171号 

（目的） 

第１条 この告示は、公益通報者保護法（平成16年法律第122号。以下「法」という。）に

基づき、外部の労働者等からの公益通報及びその他の法令違反等に関する通報を適切に取

り扱うため、必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図り、事業者の法令遵守を

推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 外部の労働者 法第２条第３項に定める通報対象事実（以下「通報対象事実」とい

う。）又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該

事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者の取引先の労働者であって、久喜市職

員等の公益通報に関する要綱（平成22年久喜市告示第13号）第２条第４号の規定によ

る公益通報を行う場合における職員等を除くものをいう。 

(2) 公益通報 外部の労働者が、次に掲げる事業者において通報対象事実が生じ、又は

生じようとしている旨を市に通報することをいう。 

ア 当該労働者を雇用する事業者 

イ 派遣労働者である当該労働者が就業している派遣先の事業者 

ウ 当該労働者を雇用している事業者の取引先である事業者 

(3) 法令違反通報 外部からの公益に関する通報のうち次に掲げるものをいう。 

ア 事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者が、通報対象事実が生じ、又

はまさに生じようとしている旨を、市に対し、法第３条第２号に掲げる要件（以下「真

実相当性の要件」という。）を満たして通報するもの 

イ 外部の労働者又は事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者（以下「外

部の労働者等」という。）が、通報対象事実以外の法令違反の事実が生じ、又はまさ

に生じようとしている旨を、市に対し、真実相当性の要件を満たして通報するもの 

(4) 通報者 公益通報又は法令違反通報（以下これらを「通報」という。）を行った者

をいう。 

(5) 主管課等 通報対象事実又はその他の法令違反等の事実に係る事務を所掌する課等



 

をいう。 

（市及び通報者の責務） 

第３条 市は、外部の労働者等から通報に係る相談があった場合は、遅滞なく受け付けるも

のとする。 

２ 通報又はこれに関連する相談（以下「通報等」という。）への対応に関与した者（通報

等への対応に付随する職務等を通じて、通報等に関する秘密を知り得た者を含む。以下同

じ。）は、通報等に関する秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす

る。 

３ 通報等への対応に関与した者は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 

４ 職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第３条第２項に定める一般職の職員及び

同条第３項第３号に定める非常勤職員をいう。）は、自らが関係する通報等への対応に関

与してはならない。 

５ 通報等は、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等の個人的な感情によっ

て利用してはならない。 

６ 通報等への対応に関与する者は、対応の各段階において、相互に当該通報等に利害相反

関係を有していないか確認するものとする。 

（受付等窓口） 

第４条 外部の労働者等からの通報の受付をし、及び通報に係る相談に応じる窓口（以下「受

付等窓口」という。）を環境経済部商工観光課に置く。 

２ 主管課等は、外部の労働者等から通報に係る相談があった場合は、これに応じることが

できる。 

３ 前項の相談があったときは、主管課等は受付等窓口にその内容を報告するものとする。 

（通報の方法等） 

第５条 通報は、公益通報書（様式第１号）、電子メール又は口頭で行うものとする。 

２ 通報を公益通報書又は電子メールで行う場合は、次に掲げる事項を記載することとする。 

(1) 通報年月日 

(2) 通報者の氏名、連絡先及び連絡方法 

(3) 通報者の勤務先の名称及び所在地 

(4) 通報者の身分及び勤務先における地位 

(5) 通報対象事実又はその他の法令違反等の事実のうち、次に掲げる事項 



 

ア 通報対象事実又はその他の法令違反等の事実を行い、又は行おうとしている者の氏

名及び勤務先における地位 

イ 事案の発生日時、場所及びその状況 

ウ 事案に係る証拠の有無及びその内容 

エ その他参考となるもの 

３ 通報を口頭で行う場合は、受付等窓口に連絡し、面談の日時及び場所を調整することと

する。 

４ 受付等窓口は、通報を受け付けたときは、通報者に対し通報に関する秘密及び個人情報

が保持される旨の説明するものとする。 

５ 文書、電子メールその他通報者が通報の到着を確認できない方法によって通報がなされ

た場合には、速やかに通報者に対して通報が到着した旨を通知するよう努めるものとする。 

（面談） 

第６条 受付等窓口は、通報が行われた場合において必要があると認めるときは、通報者と

面談し、通報者の身分等の確認及び事案の詳細を聴取することができる。 

２ 受付等窓口は、通報者が通報対象事実又はその他の法令違反等の事実に関係する労働者

であることを確認するため、社員証、名刺等の提示を求めることができる。 

３ 通報者は、通報対象事実又はその他の法令違反等の事実が生じ、又は生じようとしてい

ると信ずるに足りる相当の理由を、受付等窓口に説明するものとする。 

（通報の受理） 

第７条 受付等窓口は、当該通報の内容が次の各号のいずれにも該当しないときは、通報に

該当すると認め、当該通報を受理するものとする。 

(1) 内容が著しく不分明な通報 

(2) 内容が虚偽であることが明らかな通報 

(3) 匿名による通報 

(4) 苦情その他通報に該当しないもの 

２ 受付等窓口は、通報があったときは、誠実かつ公正に通報に対応し、正当な理由なく通

報の受理を拒んではならない。 

３ 受付等窓口は、通報を受理したとき（情報提供として受け付けることを含む。）は公益

通報受理通知書（様式第２号）により、受理しないときは公益通報不受理通知書兼教示書

（様式第３号）により、通報者に遅滞なく通知するものとする。 

４ 通報を受理した日からその取扱いを終了する日までの標準期間は、おおむね３箇月とす



 

る。 

５ 受付等窓口は、匿名による通報についても、可能な限り、実名による通報と同様に取り

扱うよう努めるものとする。 

（教示） 

第８条 受付等窓口は、通報内容となる事実について市以外の行政機関が処分又は勧告等

（法第２条に規定する処分又は勧告等をいう。）をする権限を有する場合は、法第11条

に定める教示（以下「教示」という。）を行うものとする。 

２ 受付等窓口は、前項の教示を行うときは、公益通報不受理通知書兼教示書により通報者

に通知するものとする。 

（調査） 

第９条 受付等窓口は、通報を受理したときは、主管課等に調査を依頼するものとする。 

２ 主管課等は、前項の依頼があったときは、速やかに当該事案の調査を行うものとする。

この場合において、調査を行う者は、通報者が特定されないように十分留意するものとす

る。 

３ 調査の標準的な期間は、通報を受理した日から２箇月とする。この場合において、調査

期間が２箇月を超えるときは、受付等窓口は公益通報に係る調査進捗状況報告書（様式第

４号）により、当該調査の進捗状況を適宜通報者に報告するものとする。 

４ 主管課等は、調査が終了した場合は、その結果を受付等窓口に報告するものとする。 

５ 受付等窓口は、前項の報告を受けたときは、公益通報に係る調査結果報告書（様式第５

号）により、当該調査の結果を通報者に報告するものとする。 

（措置） 

第10条 主管課等は、通報対象事実又はその他の法令違反等の事実があると認めるときは、

速やかに法令に基づく措置その他適当な措置をとるものとする。 

２ 主管課等は、前項の措置をとった場合は、その旨を受付等窓口に報告するものとする。 

３ 受付等窓口は、前項の報告を受けたときは、公益通報に係る本市が行った措置等に関す

る報告書（様式第６号）により、市が行った措置等を通報者に遅滞なく通知するものとす

る。 

（受理後の教示） 

第11条 受付等窓口は、通報事案の受理後に教示を行うときは、公益通報に係る教示書（様

式第７号）を通報者に交付するものとする。この場合において、適切な法執行の確保及び

利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲で、当該通



 

報に係る資料を通報者に提供するものとする。 

（関連資料の管理） 

第12条 受付等窓口は、通報等に係る記録及び関係資料について、当該通報等の内容に応

じて適切な保存期間を定めるとともに、通報等に関する秘密の保持及び個人情報の保護に

留意して、適切な方法で管理しなければならない。 

（意見又は苦情への対応） 

第13条 受付等窓口は、通報等への対応に関して通報者等から意見又は苦情の申出を受け

たときは、迅速かつ適切に対応するよう努めるものとする。 

（通知等の適用除外） 

第14条 第５条第４項、同条第５項、第７条第３項、第８条第２項、第９条第３項、同条

第５項及び第11条の規定は、通報者が通知又は説明を望まない場合、匿名による通報で

あるため通報者への通知又は説明が困難である場合その他やむを得ない場合については、

適用しない。 

（その他） 

第15条 この告示に定めるもののほか、外部の労働者等からの通報に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成22年３月23日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の久喜市外部の労働者の公益通報に関する要

綱（平成20年久喜市告示第92号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示

の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成29年３月29日告示第141号） 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年10月３日告示第228号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年11月14日告示第307号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年３月26日告示第121号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


